
 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＲ東日本労働組合は 2 月 11 日、東京都「ホテルラングウッド」において「第 4 回中

央委員会」を開催し、2017 春闘における賃金改訂要求を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃金改定要求は、2017 春闘をめぐる情勢や連合の 2017 春闘方針を

踏まえるとともに「2016 年度第 3 四半期決算」および「2016 年度通

期業績予想」において「営業収益・運輸収入の増収」に示されている

好調な業績と、その業績のみならず「安全・安定輸送」と「信用・信

頼」をつくりだしている社員の労働力の質に見合う賃金改定をめざし

ます。 

また、ＪＲ発足から 30 年という節目を迎えたなか、今日ある会社

発展の礎を築き、今なお最先頭で人材育成・技術継承を担い、グループ会社を含めた会社

の発展をつくりだしているエルダー社員、そして駅および旅行業部門で重要な職責を担う

グリーンスタッフの努力に報いるために、エルダー社員およびグリーンスタッフの賃金改

善を取り組みます。 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 本部企画部 
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【賃金改定要求】 

１.基本給ならびに初任給を、社員一律 6,000 円引き上 

げること。 

２.定期昇給を実施すること。昇給係数は 4 係数とする 

こと。 

３.「エルダー社員就業規則」を改め、社員に準じて賃 

金を引き上げること。 

４．「グリーンスタッフ就業規則」を改め、社員に準じ 

て賃金を引き上げること。 

 


